
2022年
10月からの 健康保険法の改正について
育児休業期間中の保険料免除要件の見直し

　育児休業中は「育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」、保険料が
免除されます。2022年10月以降は、さらに同月内に２週間以上の育児休業を取得した場合でも、当該月の保険料が
免除されます。
　また、賞与にかかる保険料については、2022年9月までは、賞与月の月末時点で育児休業を取得している場合は、賞与の
支払いを受けていても賞与にかかる保険料が免除されていましたが、2022年10月からは、１カ月を超える育児休業を
取得している場合に限り、免除の対象とすることになります。

ケース②は月末時点で育休を
取得していないため、保険料を免除されない
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同月内に２週間以上育休を取得した場合は、
ケース②でも保険料が免除される
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育休期間14日

育休期間３日

※2022年10月から、育児休業に「産後パパ育休（出生時育児休業）制度」が新設されました。取得期間中は保険料が免除されます。

パート・アルバイトの社会保険適用拡大
　パート・アルバイトの方の社会保険の加入条件が段階的に変わります。2022年10月からは従業員数101人以上の企業で、
2024年10月からは従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトの方が新たに社会保険の適用になります。
※従業員数はフルタイムの従業員数＋週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数です。

紹介状なしで大病院を受診したときの定額負担が引き上げに

12月中旬までに接種を終えましょう

換気・加湿

合併症リスクの高い人は
積極的に接種しましょう

　インフルエンザワクチンの効果は接種約2週間後から表れ、約5～ 6
カ月続きます。ワクチンを打っても発症を100％抑えることはできま
せんが、ワクチンの最大の効果は肺炎や脳症などの合併症や死亡のリ
スクを減らすことです。65歳以上での死亡を抑える効果は82％とい
われています。

高齢者、幼児、妊婦、持病*のある方などは、
接種が強く推奨されています。
＊慢性呼吸器疾患（喘息・COPDなど）・慢性心疾患・
糖尿病など。

インフルエンザの流行に備えて
予防接種を受けましょう

A/ビクトリア/1/2020（IVR-217）（H1N1）
A/ダーウィン/9/2021（SAN-010）（H3N2）
B/プーケット/3073/2013（山形系統）
B/オーストリア/1359417/2021（BVR-26）（ビクトリア系統）

2022-2023シーズンのインフルエンザワクチン

　例年の流行のピーク（1～ 2月）に合わせて、12月中旬までには接種を終
えておくと安心です。
＊13歳未満のお子さんなどは、1回目の接種から約4週間の間隔を空けて2回目の接種が
必要です。1回目の接種を11月中に済ませておきましょう。

ワクチン接種で合併症や死亡のリスクを減らそう

感染対策も継続しましょう

　新型コロナウイルス感染症の流行が始まった2019-2020年以降、感染
対策が奏功し、インフルエンザの報告数は激減しています。
　一方、今年に入ってから南半球ではインフルエンザが急激に増加してい
るほか、３年間にわたりインフルエンザの流行がなかったため、次に流行す
る際はこれまでのシーズンを上回る恐れもあります。流行に備えてしっかり対
策をしておきましょう。

気温が低く空気が乾燥する冬はウイルスの活動が活発になります。新型コロナ感染対策はインフルエンザにも有効なので、
継続しましょう。

新型コロナワクチンとの
同時接種が可能に
インフルエンザワクチンと新
型コロナワクチンを同時に接
種しても、単独接種と有効性
や安全性が劣らないとの報告
などがあることを踏まえ、同時
接種が可能になりました。

新型コロ
ナ

マスクを
正しく着用

密閉・密集・密接
「密」をさける

体調不良時は外出を控え、
かかりつけ医に相談を

こまめな手洗い・
手指消毒
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2022年10月からの定額負担

対
象
病
院

・特定機能病院
・地域医療支援病院
（一般病床 200 床以上に限る）
・紹介受診重点医療機関
（一般病床200床以上に限る）
※上記以外の一般病床200床以上の病院については、
選定療養として特別の料金を徴収することができる

定
額
負
担
額（
※
）

初　診 医　科　5,000円　⇒　7,000円に
歯　科　3,000円　⇒　5,000円に

再　診 医　科　2,500円　⇒　3,000円に
歯　科　1,500円　⇒　1,900円に

保
険
給
付
範
囲
か
ら
の
控
除

外来機能の明確化のための例外的・限定的な取り扱い
として、定額負担を求める患者（あえて紹介状なしで
受診する患者等）の初診・再診について、以下の点数
（額）を保険給付範囲から控除

初　診 医　科　200点（2,000円）
歯　科　200点（2,000円）

再　診 医　科　  50点（500円）
歯　科　  40点（400円）

※徴収する最低基準の額。

新たに
追加

　地域の医療機関の役割分担を明確化し、連携を図ることによって、
医療の効率的な活用が進められています。そこで10月から次のような
見直しが行われます。

● 9月まで

定額負担 5,000円

患者負担
3,000円

健保組合の給付
7,000円

●10月から

定額負担 7,000円

患者負担
2,400円

健保組合の給付
5,600円

控除2,000円

《例》 医療費 1万円、患者負担3割、医科初診の場合

保険給付
の範囲

計8,000円が患者負担
計9,400円が患者負担

定額負担を徴収
する責務がある
医療機関の拡大

定額負担額の
引き上げ

いきなり大病院に行かず、

まずはかかりつけ医を

受診しましょう


